
レクリエーション施設利用券は、１年度内（4月1日〜 3月31日）の利用回数に制限がありますので、次のご利
用方法をご確認のうえ、ご利用ください。

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

レクリエーション施設利用券を
ご利用になる組合員の方へ

組合員および被扶養者に限る。
※ 現在、被扶養者の方であっても、75歳になり後期高齢者医療制度へ加入されると被扶養者では

なくなりますので、利用券は使用できなくなります。

１施設につき１人１回が利用限度（レジャー施設等）
　ただし、キャンプ場・映画館・日帰り温泉・ボルダリング・ゴルフ場・鍼灸マッサー
ジは、指定施設の中から１年度内１人３回を限度とします。

●❶所属所名 市町村名または一部事務組合名をご記入ください。

●❷組合員氏名 組合員本人の氏名をご記入ください。

●❸所属所番号 組合員証に記載されている【埼】から始まる番号を右詰めでご記入ください。

●❹組合員証番号 組合員証に記載されている番号を右詰めでご記入ください。

●❺利用年月日 施設を利用する年月日をご記入ください。

●❻利用者名 利用券を使用する方の氏名をご記入ください。

●❼利用者生年月日 利用券を使用する方の生年月日をご記入ください。

●❽利用施設名 利用する施設名をご記入ください。

●❾区分 レクリエーション施設一覧表より該当区分を確認し、◯を付けてください。

【見本】

❶
❸
❻ ❽ ❾

❷
❺
❼

❹

令和3年 4月27日交付

埼９９９ ◯◯◯◯◯　（枝番）◯◯

共済　太郎
キョウサイ タロウ

平成 元年 6月15日

令和 3年 4月 1日

【組合員証（表面）】

令和5年 4月27日交付

令和5年 4月 1日

平成5年 6月15日

埼９９９❸ ❹

※�利用券の使用可能な施設については、共済組合ホームページ（最新情報）のレクリエーション施設一覧表に
てご確認ください。

◆ レクリエーション施設利用券の記入方法 ◆
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